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委
員
会
審
査

条
　
　
例

鶴
ヶ
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
家

庭
的
保
育
事
業
等
の
用
に
供
す
る
家
屋

及
び
償
却
資
産
に
課
す
る
固
定
資
産
税

等
に
つ
い
て
、
地
域
決
定
型
地
方
税
制

特
例
措
置
に
基
づ
き
課
税
標
準
の
特
例

と
す
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
等
を
す
る

も
の
で
す
。

わ
が
ま
ち
特
例
制
度
に
関
し
て
の

本
市
の
計
画
と
の
整
合
性
は
。

税
務
課
長
　
第
５
次
鶴
ヶ
島
市
総

合
計
画
の
後
期
基
本
計
画
の
施
策

「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
」
は
、

就
労
形
態
の
多
様
化
に
対
応
し
た
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り
、
男
女
と
も

に
働
き
な
が
ら
子
育
て
で
き
る
ま
ち
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
鶴

ヶ
島
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
の
目
標
で
も
、「
保
育
量
の
拡
大
及

び
必
要
量
の
確
保
」
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
て
お
り
、
合
致
す
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
減
額
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で

民
間
事
業
者
が
保
育
所
を
整
備
し
や
す

い
環
境
を
後
押
し
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

鶴
ヶ
島
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特

定
事
業
所
内
保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
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土
地
及
び
家
屋
に
課
す
る
都
市
計
画
税

等
に
つ
い
て
、
地
域
決
定
型
地
方
税
制

特
例
措
置
に
基
づ
き
課
税
標
準
の
特
例

と
す
る
割
合
を
定
め
る
も
の
で
す
。
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補正予算

　
平
成
29
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
及
び
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

一
般
会
計（
第
１
号
）

例
規
集
管
理
シ
ス
テ
ム
更
新
事
業

シ
ス
テ
ム
を
更
新
す
る
理
由
は
。

総
務
人
権
推
進
課
長
　
最
新
の
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
、
検
索
性
や
利

便
性
、
事
務
処
理
効
率
の
向
上
を
図
る

こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、

価
格
を
競
争
さ
せ
、
経
費
の
削
減
も
目

指
し
た
い
。

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

本
市
は
産
婦
人
科
の
誘
致
を
行
っ

て
い
た
が
、
応
募
状
況
は
。

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
　
29
年
４
月

10
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
募
集
し

た
。
12
件
の
問
合
せ
が
あ
っ
た
が
、
応

募
者
は
な
か
っ
た
。

今
後
の
誘
致
策
は
。

ＱＡＱＡＱ

健
康
福
祉
部
参
事
　
応
募
に
至
ら

な
か
っ
た
理
由
等
を
確
認
し
た
の

で
、
新
た
な
誘
致
策
を
検
討
し
て
進
め

て
い
く
。

不
妊
検
査
費
の
助
成
手
続
の
方
法

は
。

保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
　
市
の
保
健

セ
ン
タ
ー
が
申
請
窓
口
と
な
る
。

支
払
い
後
に
医
師
の
証
明
書
と
領
収
書

を
添
付
し
て
申
請
し
て
い
た
だ
き
、
償

還
払
い
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

農
業
振
興
推
進
事
業

畜
産
農
家
の
臭
気
問
題
の
経
緯
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
助
言
の
受
け
手

及
び
今
後
の
取
組
は
。

産
業
振
興
課
長
　
以
前
か
ら
臭
気

の
問
題
は
あ
っ
た
が
、
26
年
度
頃

か
ら
件
数
が
増
え
、
３
月
も
予
算
流
用

で
対
応
し
た
。
畜
産
農
家
だ
け
で
な
く
、

行
政
も
助
言
を
受
け
る
。
今
後
は
、
設

備
の
維
持
管
理
や
補
助
金
な
ど
の
助
言

を
い
た
だ
く
。

都
市
計
画
道
路
整
備
事
業

路
線
測
量
業
務
に
お
け
る
太
田
ヶ

谷
沼
に
つ
な
が
る
水
路
へ
の
配
慮

は
。

道
路
建
設
課
長
　
予
備
設
計
及
び

実
施
設
計
の
中
で
水
路
等
も
考
慮

し
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

農
業
大
学
校
跡
地
活
用
事
業

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
は
、
工
事
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中
や
企
業
立
地
後
の
大
型
車
両
に
よ
る

周
辺
地
域
へ
の
影
響
等
を
ど
う
見
る
の

か
。

農
大
跡
地
周
辺
ま
ち
づ
く
り
特
命

担
当
主
席
主
幹
　
工
事
開
始
後
や

企
業
立
地
後
の
環
境
に
与
え
る
影
響
な

ど
を
、
周
辺
地
域
も
含
め
て
調
査
し
て

い
く
と
聞
い
て
い
る
。

約
５
０
０
万
円
と
い
う
高
額
な
委

託
料
が
必
要
な
理
由
は
。

農
大
跡
地
周
辺
ま
ち
づ
く
り
特
命

担
当
主
席
主
幹
　
都
市
計
画
の
変

更
に
係
る
準
備
支
援
業
務
を
委
託
す
る
。

必
要
と
な
る
図
面
等
の
作
成
に
は
専
門

の
技
術
や
知
見
を
要
す
る
た
め
、
専
門

家
の
支
援
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

橋
り
ょ
う
・
道
路
維
持
管
理
事
業

一い
っ
て
ん
ぐ

天
狗
橋
の
修
繕
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
。

道
路
建
設
課
長
　
坂
戸
駅
に
向
か

う
路
線
で
交
通
量
が
多
い
た
め
、

緊
急
で
他
の
橋
り
ょ
う
と
は
別
に
調
査

し
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
対
応
し
た
い
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

高
額
療
養
費
制
度
に
よ
り
窓
口
負

担
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
に
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
が
必
要
と

な
る
が
、
周
知
は
。

保
険
年
金
課
長
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
広
報
紙
等
で
周
知
し
て
い
る
。

病
院
か
ら
の
紹
介
も
あ
る
。
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　次回の平成29年第３回定例会は、８月29日（火）
に開会の予定です。
　議会の日程は、開会日の５～２日前に決定し、
市のホームページのほか、市役所１階の議会情報
コーナーで御案内します。
ホームページはこちらから
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir000016.html

次回定例会のお知らせ
　選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内で寄附を
行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。
また、有権者が求めてもいけません。ご注意を！

禁止されている寄附の例
・祭りへの寄附や差し入れ
・運動会やスポーツ大会への飲食物等の差し入れ
・自治会等の集会や旅行等の催し物への寄附や飲食物等
の差し入れ
・冠婚葬祭における贈答　など

贈らない　求めない　受け取らない

鶴ヶ島市議会 検　索




